
総合スポーツ科学研究センター
管理部会計課・管理課

図書館課

　※緊急を要する研究者等の立替購入については現物確認または物品の写真の提出を持って

　　検収に代えることとする。

　　立替購入の理由を確認後、写真もしくは領収書に検収印を押印する。

　　(申請→検収→決裁→支払)

　 　※有形の成果物がある場合は、成果物及び完了報告書等の履行が確認できる書類により、

　　検収を行う。また必要に応じて、抽出などの事後チェック等を含め、これに係わる

　　仕様書、作業工程等の詳細を専門の知識を有する者がチェックする。

見積

管理部管理課

図 書 館 課

発注

納品

業者を選定。過去の実績や信頼性を調査・確認。誓約書を徴

取した上で取引。

検収

平成31年4月1日

管理部管理課または図書館課に納品。

納品書及び請求書の発行。

選定した業者に発注。

主管課長→管理部会計課長→管理部長→事務局長

→学長(100万円以上)

公的研究費における納品検収体制

引渡

支払

申請

決裁

研 究 採 択 者

管理部会計課

所定の申請書により予算の特定、申請事項、

理由、物品名称、数量及びその設置場所等を申請。

管理部会計課にて支払手続。

研究採択者へ連絡し、引渡。

管理部管理課または図書館課の事務職員が物品と

納品書等を照合し、納品書等に検収印を押印。


